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          こちらは、滋賀県食品安全監視センターです 
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（１）食品表示について（シリーズ２） 

 

     

    平成２７年４月１日から食品表示法に基づく食品表示制度がスタートしました 

        本シリーズでは、食品表示の衛生及び保健事項について、解説していきます 

    シリーズ２となる今回はアレルギー表示をテーマとします 

 

   １．特定原材料ってなに？ 

 

        近年我が国においても、アレルゲンを含む食品に起因する健康被害が散見されていることから、 

   食物アレルギーの症状数、重篤度のある原材料が特定原材料に定められています 

    

  

    特定原材料として次の７品目の表示が義務付けられています 

           小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに 

 

    また特定原材料に準ずるものとして、次の２０品目については当該原材料を含む旨を可能な 

   限り表示するよう努めることとされています（推奨表示） 

           あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、ゴマ、 

           牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、 

           りんご、バナナ、ゼラチン 

 

 

   ２．どのように表示したらいいの？ 

 

    原則として、上記の特定原材料をアレルゲンとして含む旨を個別に表示します 

    例１）準チョコレート（パーム油（大豆を含む）、砂糖、全粉乳、ココアパウダー、乳糖、 

       カカオマス、食塩）、小麦粉、ショートニング（牛肉を含む）、卵 

 

    一括表示をする場合は使用されたすべてのアレルゲンを一括表示欄に表示します 

    例２）準チョコレート（パーム油、砂糖、全粉乳、ココアパウダー、乳糖、 

       カカオマス、食塩）、小麦粉、ショートニング、卵（一部に大豆・ 

       乳成分・小麦・牛肉・卵を含む） 

 

    ！注意！ 「卵」や「小麦」、「乳・乳製品」などが原材料として表示されていても、一括表示 

         欄に改めて「卵」、「小麦」、「乳成分」などの表示が必要です 

 



   ３．拡大表記ができなくなるって本当？ 

 

    答え：本当です 

     

    一般的に特定原材料等により製造されていることが知られているため、それらを表記しなくても、 

   原材料として特定原材料が含まれていることが理解できる表記として特定加工食品の表記が認めら 

   れていました 

    しかし新表示基準では特定加工食品およびその拡大表記が廃止され、これらの食品もアレルゲン 

   の表示が必要です 

 

    また名称に特定加工食品の表記が含まれ、特定原材料を含んでいると理解できる表記もいままで 

   は認められていましたが、同様に表示が必要です 

 

    新食品表示では次のとおり表示する必要があります 

    例）× マヨネーズ   →○ マヨネーズ（卵を含む） 

      × からしマヨネーズ→○ からしマヨネーズ（卵を含む） 

 

  

   ４．代替表記およびその拡大表記は今までどおり認められているの？ 

 

    答え：認められます。 

 

    代替表記とは、表記方法や言葉が違うが特定原材料等と同一のものであると認められる表記の 

   ことです 

    例）「卵」の代替表記：タマゴ、玉子、エッグ 

 

    代替表記の拡大表記とは、名称に特定原材料等およびその代替表記が含まれ、これらを含んでい 

   ると理解できる表記のことです 

    例１）「エッグ」の拡大表記：ハムエッグ 

    例２）「大豆」の拡大表記：だいず、ダイズ 

 

    ！注意！ 大豆の代替表記として、「えだまめ」、「もやし」、「黒豆」等は一般的に大豆と結 

         び付けるのが困難なため、認められません 

         よって、「えだまめ（大豆）」、「大豆もやし」等で表示する必要があります 
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（２）滋賀県食品高度衛生管理認証（セーフードしが）認証情報 

 

 

      国際的に認められたＨＡＣＣＰ手順に準拠した、新認証基準による「滋賀県食品高度衛生管理認証」 

  に適合した下記の営業者、２１業種が、平成２８年１０月３１日にセーフードしが（Ｓ-ＨＡＣＣＰ） 

  施設として新たに認証されました！ 

 

 

１施設名：株式会社ジャパンフレッシュ 滋賀工場 

 所在地：草津市上寺町２００ 

 業種 ：飲食店営業 

 

２施設名：わらべや日洋株式会社 滋賀工場 

 所在地：野洲市野洲１６７９－１ 

 業種 ：飲食店営業 

 

３施設名：やす井 

 所在地：彦根市安清町１３－２６ 

 業種 ：飲食店営業 

 

４施設名：叶匠寿庵 

 所在地：大津市大石龍門四丁目２－１ 

 業種 ：菓子製造業 

 

５施設名：ラミデュパン株式会社 

 所在地：守山市浮気町７－２ 

 業種 ：菓子製造業 

 



６施設名：小川珈琲株式会社 堅田工房 

 所在地：大津市本堅田五丁目１９０５－１ 

 業種 ：菓子製造業 

 

７施設名：株式会社ジャパンフレッシュ 滋賀工場 

 所在地：草津市上寺町２００ 

 業種 ：菓子製造業 

 

８施設名：サクラ食品工業株式会社 湖南工場 

 所在地：湖南市西峰町２－４ 

 業種 ：菓子製造業 

 

９施設名：滋賀農業公園ブルーメの丘 ミルクプラント 

 所在地：蒲生郡日野町西大路８４３ 滋賀農業公園ブルーメの丘 

 業種 ：乳処理業 

 

10 施設名：株式会社やまみ 関西工場 

 所在地：甲賀市水口町さつきが丘１６ 

 業種 ：豆腐製造業 

 

11 施設名：名城食品株式会社 滋賀工場 

 所在地：栗東市東坂５３－１８ 

 業種 ：めん類製造業 

 

12 施設名：藤本食品 滋賀工場 

 所在地：守山市勝部四丁目１２４１ ２Ｆ 

 業種 ：めん類製造業 

 

13 施設名：サクラ食品工業株式会社 湖南工場 

 所在地：湖南市西峰町２－４ 

 業種 ：そうざい製造業 

 

14 施設名：(株)鳥塚水産加工場 

 所在地：長浜市南浜町８７８ 

 業種 ：そうざい製造業 

 

15 施設名：株式会社ジャパンフレッシュ 滋賀工場 

 所在地：草津市上寺町２００ 

 業種 ：そうざい製造業 

 

16 施設名：株式会社岩深水 滋賀工場 

 所在地：大津市石山平津町６０３－２ 

 業種 ：清涼飲料水製造業 

 

17 施設名：サクラ食品工業株式会社 湖南工場 

 所在地：湖南市西峰町２－４ 

 業種 ：清涼飲料水製造業 

 

18 施設名：農事組合法人滋賀第五営農組合 

 所在地：東近江市市辺町２３４０ 

 業種 ：漬物製造業 

 

19 施設名：株式会社丸長食品 

 所在地：大津市尾花川１３－１４ 

 業種 ：漬物製造業 

 

20 施設名：島本微生物工業株式会社 

 所在地：甲賀市水口町本丸１－２３ 

 業種 ：食品製造業（植物性発酵食品） 

 

21 施設名：サクラ食品工業株式会社 湖南工場 

 所在地：湖南市西峰町２－４ 

 業種 ：食品製造業（複合調味料、液糖） 

 

 

 

   「滋賀県食品高度衛生管理認証」施設一覧は、こちらに掲載しています 



        ↓  ↓  ↓ 

   http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/koudoeiseikannrininsyousisetu.html        
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 食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（周辺は歌川広重作「近江八景」の一つ「粟津晴嵐」のモデルです） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

 

 

   ＿＿几＿＿   １０月３１日にセーフードしが認証書交付式が執り行われ、新たに２１業種の 

  ／⌒Ｙ￣￣Ｙ⌒＼ 事業者様がセーフードしがの認証を取得されました  

 ｜ ／＼  ／＼ ｜ 国のＨＡＣＣＰ義務化に向けての動きも活発になってきています 

 ｜ ￣Ｔ △ Ｔ￣ ｜ どのような流れが来ても対応できますよう、まずは日々の作業をマニュアル化、 

 ｜|＼／＼／＼／|｜ 記録付けすることから始めてみましょう 

  ＼＼／＼／＼／／ 

   ＼ ヽ ノ ／ 

    ￣￣￣ 

 

         

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、 

      滋賀県ホームページ の「食の安全情報」にアクセスしてください 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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